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議題

日時：令和6年12月26日（木）13:00 - 15:00

形式：Teams会議

1 第1回検討会の取りまとめ状況ご報告 15分

2 ガイドライン修正の論点案①についてのご説明
（3.利用するデータ項目）10分

3 意見交換 80分

4 事務連絡 2分



第1回検討会の取りまとめ状況ご報告
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1. 第1回検討会の取りまとめ状況ご報告（第1回検討会前のスケジュール案）

第1回検討会では、ガイドライン修正および取組の推進に関する論点案について、多くのご意
見を頂戴しました。

第1回検討会

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

論点①
「3.利用するデータ項目」

論点②
「4.個人情報の取扱いに係る

検討」

論点③
「7.支援への接続」

第2回検討会 第3回検討会 第4回検討会

論点①
についての議論

取りまとめ・
状況報告

論点②
についての議論

取
組
の
推
進

取組の推進
論点④

取組の推進
論点⑤

取組の推進
論点⑥

論点テーマ
ご報告（p.18）

論点テーマ
議論（p.21）

論点④
についての議論

論点⑤
についての議論

論点⑥
についての議論

※検討会前の事前レクにおいて、論点テーマや仮説についてのご説明をいたします。

論点③
についての議論

取りまとめ・
状況報告

取りまとめ・
状況報告

論点テーマ

※議論と並行し、事務局にてガイドライン／成果報告書を作成します。

取りまとめ・
状況報告

実証事業
ご報告

再掲（第1回検討会資料）
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1. 第1回検討会の取りまとめ状況ご報告（第1回検討会で頂戴したご意見の概要）

第1回検討会で頂戴したご意見について、分類ごとにご意見の概要を記載しました。

3.利用するデータ項目 • 「3.利用するデータ項目」では、基本連携データ項目と困難の関連や、利用方法、利用にお
ける差別のリスク等に関するご意見をいただきました。

• 「4.個人情報の取扱いに係る検討」では、プライバシー権に関する懸念や事例の掲載、個人
情報の取扱い事例の記載等に関するご意見をいただきました。

• 「7. 支援への接続」では、実際に支援につなげた地方公共団体の事例や、特に学校への情
報提供における留意点等に関するご意見をいただきました。

4.個人情報の取扱いに係る検討

7.支援への接続

全体／事業に関する意見

取組の根拠（法・制度の解釈）

取組の主体（組織体制）

取組の方法（業務標準化）

取組の方法（システム標準化）

取組の促進（広報・周知）

その他

分類 ご意見の概要

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

取
組
の
推
進

• 「取組の主体（組織体制）」では、セキュリティや、支援の活用主体に対する研修や教育の
必要性、支援の実施体制等に関するご意見をいただきました。

• 「取組の方法」では、事業の継続に向けた支援の評価方法や、標準的なシステムのプラット
フォーム構築等に関するご意見をいただきました。
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1. 第1回検討会の取りまとめ状況ご報告（第1回検討会にて頂戴したガイドライン修正に関するご意見の整理）（1/2）

ガイドラインの「3.利用するデータ項目」「4.個人情報の取扱いに係る検討」について、本検討
会での取り込み方針を記載しました。

# 分類 ご意見の要旨／抜粋 取り込み方針

1

3.利用する
データ項目

支援目的に応じたデータ項目の選定が必要ではないか。
• 基本連携データ項目選定の過程を明確にし、困難との関連性の根拠（ガ
イドライン素案の資料編）を検討会にて明示する。

2
ガイドラインへの記載があるだけで、「関連性」があって適法に利用可能なデータと捉
えられてしまう懸念がある。

• 基本連携データ項目選定の過程を明確にし、ガイドラインへ記載する項目
は関連性があると認められたものに限定した背景を踏まえて、ガイドラインの
記載内容におけるご意見を頂戴する。

3
成案公表時に、データ項目と困難の関連について誤解を防ぐための検討が必要で
ある。（例：「喫煙をしている母親のこどもは困難を抱えている確率が高い」と受け止
められてしまう可能性）

• 基本連携データ項目は、蓋然性が高いと認められたものに限定した背景を
踏まえて、各基本連携データ項目のガイドラインへの掲載可否についてご
意見を頂戴する。

4 データ項目において、実証事業の結果を取りまとめたい。 • 実証事業の報告より、基本連携データ項目へのご意見を取り上げる。

5
データ項目利用による差別や不適切な養育の断定リスクについて対策が必要であ
る。

• 直ちに困難を断定してしまわないよう、ガイドライン追記を検討する。

• 7章においてデータだけで判断しないよう留意点の追記を検討する。

6

4.個人情報
の取扱いに
係る検討

プライバシー影響評価（PIA）の事例が参考になるためガイドライン等に記載する
ことを提案する。

• プライバシー保護に関する方策として、PIAの有効性や事例におけるガイド
ラインへの追記を検討する。

7 こどもの関与について、こどもの権利を擁護できるような取組が重要である。 • プライバシー権における議論を追加し、こどもの権利への追記を検討する。

8
プライバシー観点での記載が少ない。法律に則していてもプライバシー侵害となるリ
スクがある。

• プライバシー権における議論を追加する。

• プライバシー侵害のリスクについてガイドラインへの追記を検討する。

9 こどもの特別な保護について、配慮してガイドラインへの追記が必要ではないか。 • プライバシー権における議論を追加する。

10
プロファイリングにおいて、データだけで判断することはせず、十分な情報を提供した
上で、こどものことを理解している人間が判断することが極めて重要である。

• プライバシー権における議論を追加する。

11 具体的な事案とその際の法的根拠や手続きについて例示を検討すべきである。
• 実証事業の報告資料等を踏まえ、整理方法を例示としてガイドライン／成
果報告書へ記載を検討する。
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1. 第1回検討会の取りまとめ状況ご報告（第1回検討会にて頂戴したガイドライン修正に関するご意見の整理）（2/2）

ガイドラインの「7. 支援への接続」「全体／事業に関する意見」について、本検討会での取り
込み方針を記載しました。

# 分類 ご意見の要旨／抜粋 取り込み方針

12

7.支援への
接続

学校へ情報共有する際、データ結果の提供だけではこどもや家庭に対して色眼鏡を持
たれてしまう懸念があり、事業概要等を丁寧に説明している。

• 実証事業報告や支援につなげた実証団体からの声（留意点）として、
ガイドラインへの追記を検討する。（学校連携時における留意点）

13
学校へのデータ連携は、経験のないデータを扱うことになり、こどもを色眼鏡で見てしまう
リスクがある。データ連携だけでなく、支援についても意見交換することで正確な理解が
進むのではないか。

• 実証事業報告や支援につなげた実証団体からの声（留意点）として、
ガイドラインへの追記を検討する。（学校連携時における留意点）

14
予防的支援において、何も起きていないこどもの見守り理由を学校から尋ねられること
がある。支援を検討する際のアセスメントを丁寧に行うことが必要。

• 実証事業報告や支援につなげた実証団体からの声（留意点）として、
ガイドラインへの追記を検討する。（学校連携時における留意点）

15
学校での支援については、家庭や養育者との関係性を含めてデータ以外の情報も考
慮し、最終判断をしている。

• 実証事業報告や支援につなげた実証団体からの声（留意点）として、
ガイドラインへの追記を検討する。（学校連携時における留意点）

16
学校現場における支援では、教師だけの負担増とならないようSSWやSCのサポートなど
情報の共有先についても検討しながら進めている。

• 実証事業報告や支援につなげた実証団体からの声（留意点）として、
ガイドラインへの追記を検討する。（学校連携時における留意点）

17
遅刻多数の生徒へ登校支援の中でニーズを確認したケースがある。一人ひとりのニー
ズ確認と最善の利益を考慮した支援内容についての議論が重要である。

• 実証事業報告や支援につなげた実証団体からの声（留意点）として、
ガイドラインへの追記を検討する。（学校連携時における留意点）

18 関係部署との関わりにおいて、「こどもの最善の利益」を共通認識として確認している。
• 実証事業報告や支援につなげた実証団体からの声（留意点）として、
ガイドラインへの追記を検討する。

19
切れ目のない支援のためにも担当部署がそれぞれ支援可能な範囲を丁寧に擦り合わ
せることが重要である。

• 実証事業報告や支援につなげた実証団体からの声（留意点）として、
ガイドラインへの追記を検討する。

20

全体／事業
に関する意

見

基本連携データ項目の粒度が異なるように感じ、どのように利用していくべきなのか判
断することが難しい。

• 基本連携データ項目の利用方法について記載内容の工夫を検討する。

• 実証事業の実績から、利用方法の記載について事例掲載を検討する。

21 データ項目を組合せて、人が判断することが大事である。
• 基本連携データ項目の利用方法について記載内容の工夫を検討する。

• 実証事業の実績から、利用方法の記載について事例掲載を検討する。

22 仕組みを導入する前に、人の目での取りこぼし確認など必要性を検証することが重要。 • 仕組みの導入前の必要性検証について、ガイドラインへ追記を検討する。

23
本取組は業務改善や効率化が目的ではなく、こどもの支援であることを強調することが
大事である。

• 目的は業務改善や効率化ではなく、こどもの支援であることを強調するよ
う、ガイドラインへ追記を検討する。
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1. 第1回検討会の取りまとめ状況ご報告（第1回検討会にて頂戴した取組の推進に関するご意見の整理）

取組の推進に関するご意見について、本検討会での取り込み方針を記載しました。

# 分類 ご意見の要旨／抜粋 取り込み方針

1
取組の主体
（組織体制）

非常に機微な情報を取り扱う可能性があるため、セキュリティ対策や研修等についても通
常の対応より強固にする必要がある。

• 次年度以降の検討／検証論点として記載する。

「データを取扱う各主体に向けた情報セキュリティの研修・教育」

2
取組の主体
（組織体制）

第7章「支援への接続」では、支援を実施する職員のスキルアップが課題であり、論点とし
て追加するか議論されたい。

• 次年度以降の検討／検証論点として記載する。

「支援をおこなう活用主体への研修・教育」

3
取組の主体
（組織体制）

本事業は支援が必要なこどもを発見することが重要であるが、発見した後の支援体制が課
題であると感じている。

• 次年度以降の検討／検証論点として記載する。

「支援の実施体制構築」

4
取組の方法

（業務標準化）
事業をどう継続するかという観点で課題を感じている。

• 次年度以降の検討／検証論点として記載する。

「事業継続に向けた支援効果の評価と分析」

5
取組の方法

（システム標準化）

資料1 21ページの「取組を推進するための論点案」において、地方公共団体ごとにシステ
ムを構築した場合、それぞれの構築ベンダーによるベンダーロックインが発生し、他システムへ
移行が難しくなるため、オープンソースによるソフトウェアの構築やそれに向けた国の予算化
が必要ではないか。

• 次年度以降の検討／検証論点として記載する。

「標準的なデータ連携プラットフォームの構築」

6
取組の根拠

（法・制度の解釈）
個人情報の取扱いについて、規模が大きい自治体においても実現可能で具体的記載が必
要である。

• 団体の規模等により、工夫や留意が必要な場合がある点につ
いては、ガイドライン／成果報告書への記載を検討する。

• ガイドラインでは、団体規模等による特定の対象者に向けた記
載はせず、広く参照可能な整理をおこなっていきたいという方針
であるため、次年度以降の検討／検証論点として記載する。
(事例集の作成で)「規模別に考慮が必要な情報を整理する」

7
取組の根拠

（法・制度の解釈）
自治体の規模や前提条件に応じて取り得る選択肢や手法を複数提示してほしい。



4.15 5.00 13.300.004.155.0013.30

99

1. 第1回検討会の取りまとめ状況ご報告（第1回検討会後のスケジュール案）

ガイドライン修正に関しては、論点①～③について、頂戴したご意見を踏まえ議論させていただき、取組の推進
に関しては、①～③で抽出された推進に関するご意見を整理し、第4回で意見交換をさせていただきます。

第1回検討会

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

論点①
「3.利用するデータ項目」

論点②
「4.個人情報の取扱いに係る

検討」

論点③
「7.支援への接続」

第2回検討会 第3回検討会 第4回検討会

取りまとめ・
状況報告

論点②
4章についての議論

取
組
の
推
進

論点④
取組推進に向けたご意見整理

（第4回にてご報告）

論点テーマ
ご報告（p.18）

論点テーマ
議論（p.21）

論点④
についてのご報告

※検討会前の事前レクにおいて、論点テーマや仮説についてのご説明をいたします。

論点③
7章についての議論

取りまとめ・
状況報告

論点テーマ

※議論と並行し、事務局にてガイドライン／成果報告書を作成します。

取りまとめ・
状況報告

実証事業
ご報告

論点①
3章についての議論

第3回で抽出された
ご意見

第2回で抽出された
ご意見

第1回で抽出された
ご意見

推進
ご意見

推進
ご意見

推進
ご意見

【変更点①】
基本連携データ項目に関するご意見も
多く頂戴し、議論により多くの時間が必
要と考えたため、4章の議論を第3回へ
変更いたします。

【変更点②】ガイドラインへのご意見を頂
戴する中で、取組推進に関するご意見
や示唆も得ており、論点を限定してしま
うのではなく、より多くのご意見をいただ
き、優先課題を特定することが重要と考
えました。そのため、各回で抽出された
取組推進のご意見を整理し、第4回で
意見交換させていただきたく存じます。
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1. 第1回検討会の取りまとめ状況ご報告（第1回検討会後のガイドライン修正に関する論点案）

ガイドラインの修正に関する論点案では、基本連携データ項目の記載見直しに係る議論内容
の明記、個人情報取り扱いに係る具体的な観点の追加をおこないました。

検討会で論じるテーマ 主なパブリック・コメント／申送事項 論点案

①ガイドライン「3.利用する
データ項目」に関する論点

• 「関連性」の要件は「必要性」とも「相関性」とも異なる概
念であるが、これらを混同する誤読がなされる恐れがあるの
で、説明文を改善されたい。

• 「基本連携データ項目」は、「困難」の存在判定に対して
「関連性」のあるものに厳選されているようであるが、なお再
考の余地のある項目がある。

• 欠席・遅刻情報は個別の事情を考慮して活用すべき。

• 本事業のデータの利用目的に対するデータとの関連性を
どう定義するか。

• 基本連携データ項目で変更すべきものがあるか。（基
本連携データ項目の選定方針や上記関連性の定義
を踏まえた上で、基本連携データ項目として追加／削
除すべき項目または記載内容の変更要否について議
論する。）

②ガイドライン「4.個人情報の
取扱いに係る検討」に関する
論点

• 個人情報の適切な取扱いに関する措置について、ガイドラ
イン上で明記すべき。

• 情報取得・提供・利用の際の本人同意要否について、ガ
イドライン上で明記すべき。

• こどものデータ利用には保護者の同意が必要ではないか。

• 本取組において、プライバシーの観点からガイドラインへ
追記すべき内容はどのようなものか。（PIA事例／こども
の特別な保護や権利／プロファイリング等）

③ガイドライン「7.支援への接
続」に関する論点

• データを活用して支援先につなぐ等、下流の内容も実証
団体にも実施頂きたい。

• データを連携し、対象を発見するだけでなく、見守り支援を
実施するという意識が重要である。現状では、支援の供給
が不足しているため、支援を提供していくための施策を検
討いただきたい。

• 支援へつなげた実証団体の事例より、どのような留意
点をガイドラインへ反映すべきか。（学校へのデータ連
携時における留意点等）

※上記以外に対するご意見については、事務局にて確認し、ガイドラインへの反映を検討します。



4.15 5.00 13.300.004.155.0013.30

1111

1. 第1回検討会の取りまとめ状況ご報告（第1回検討会後の取組の推進に関する論点案）

取組を推進するための論点案では、本検討会での取組推進に資するご意見を集約・整理し、
翌年度以降の優先課題について意見交換させていただきます。

分類整理 主なパブリック・コメント／申送事項 # 論点案（地方公共団体の目線より選定）

取組の主体

（組織体
制）

• 互いにこどもとの異なる接点を持つ、首長部局と教育委員会との連携体制構築
の必要性。

• データ管理・利用に関してセキュリティ面での懸念が多い。

• 支援されるこども本人が、支援の初期の期待値・支援最中の感想・支援後の結
果や感想、要望をフィードバックできる機会を設定し、声が反映されるようフォロー
すべき。

• こどもデータ連携の取組が平常業務になるにあたって、地方公共団体や外部の
組織への取組へのアドバイス等の総合的な対応窓口が必要となる。

1 • 地方公共団体が、実施主体として構築すべき体制について、標準モデルを検討する。

2 • 支援後のデータ集計や評価・分析方法等について、検討する。

3 • 取組に関する総合窓口となる業務や組織について、検討する。

4 • データを取り扱う各主体に向けた情報セキュリティの研修・教育について検討する。

5 • 支援をおこなう活用主体への研修・教育について検討する。

6 • 支援実施体制の構築について検討する。

取組の方法

（業務標準
化）

• 個人情報の目的外利用に関する諸手続きの段取り化・迅速化の必要性。

• どのタイミングで、どのような方法で、どのような評価指標を設定すべきか、標準的
な方法を検討していく必要がある。

7 • 個人情報の取り扱いに関して、地方公共団体が行うべき手続きを検討し、明確にする。

8 • 取組評価について、取組全体の流れに沿って標準的な業務内容を検討し、定義する。

9 • 事業継続に向けた支援効果の評価と分析について検討する。

取組の方法

（システム標
準化）

• 各組織の保有情報の標準化（データフォーマットの統一）の必要性。（データ
取得・加工にかかる工数削除）

• 拡張性を意識したデータベース構築の必要性。（ロジック、結果の不断の更
新）

10
• 基本連携データ項目について、標準的なデータフォーマットを検討し、定義する。（他機
関との円滑なデータ連携を促進）

11
• 保有データ項目だけでなく、取組を進める上での標準的なデータベース構造について、検
討する。（判定結果の保存先や閾値等の条件を含めたテーブル設計等）

12 • 標準的なデータ連携プラットフォームの構築について検討する。

取組の促進

（広報・周
知）

• 行政から民間団体等に個人情報の運用の研修等を実施頂きたい。

• こどもデータ連携の取組に大学や民間企業等が協力できるように、産学官連携
を行うにあたって留意すべき事項や事例等を整理し、周知していくことが必要であ
る。

• こどもデータ連携の意義と協力に関する丁寧な説明の必要性。

13 • 取組を推進する上で必要な研修や教育制度等について、検討する。

14
• 地方公共団体が、NPO等民間団体に対し、取組の協力を依頼しやすくなるよう、周知
項目とその留意点について、検討する。

15
• 地方公共団体（または協働する機関）に対し、取組を正しく理解いただき、前向きに捉
えてもらうための説明手段や内容について、検討する。

取組の根拠

（法・制度の
解釈）

• 法令上の根拠の整理において、児童福祉法が個人情報保護法の法令に基づく
根拠として利用できるか、複数の有識者に意見を伺うことが重要である。

• 地方公共団体とNPO等民間団体が協働する際に遵守すべき情報管理や情報
授受の方法の明確化、法整備、運用規則等の策定を進めていく必要がある。

16
• 地方公共団体が意識すべき法令について検討し、整理する。（取組の根拠となる視点
や取組にあたり手続きが必要な視点での認知向上を図る）

17
• 地方公共団体が、NPO等民間団体と協働する際に必要な手続きについて、情報管理
の視点を中心に検討する。

18 • 地方公共団体の規模等に応じて考慮が必要な情報について整理する。

その他
• 教育データ利活用ロードマップなど他事業との整合性をはかるべき。

• こどもの情報の取扱いにおける海外の状況についても整理していく必要がある。

19
• 本取組と、関連省庁の事業との関連を明確にし、相反した対応とならないよう、方針を検
討する。

20
• こども政策に関する海外事例から、地方公共団体が取組む上で留意すべきことがないか
を検討する。



ガイドライン修正の論点案①についてのご説明
（3.利用するデータ項目）
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2. 「3.利用するデータ項目」についてのご説明（議論の背景と目的）

昨年度の検討会での議論等を踏まえ、パブリック・コメントや実証団体の意見も取り入れなが
ら「3.利用するデータ項目」の議論をさせていただきたく存じます。

令和5年度 令和6年度

令和5年度こどもデータ連携ガイドライン検討会

• こどもデータ連携における利用データの精査につ
いては、慎重になるべきという御意見を頂戴した。

✓ 「基本連携データ項目」、「その他データ項目」につ
いては、非常に機微な情報を扱うため、各自治
体のテーマを実施する上で必要な情報を精査す
る必要がある。また、データ自体を最小限に保つ
ことに加え、利用方法を利用目的に合わせ、必要
な範囲に絞ることが重要である。（令和5年11
月16日開催、第7回こどもデータ連携ガイドライン
検討会議事概要より）

✓ 「その他データ項目」に該当する情報が政策目的
との関係で本当に必要であるか再度検討すべき
である。また、個別のユースケースで機微な情報を
使うことの有用性を様々な専門の観点から評価し
ていただくことが重要であるが、こどものデータは非
常に機微な情報であるため「その他データ項目」
の活用には慎重な立場である。（令和5年11
月16日開催、第7回こどもデータ連携ガイドライン
検討会議事概要より）

ガイドライン（素案）（令和6年3月）

• 左記御意見を踏まえ、ガイドライン（素案）に
は、「困難の蓋然性が高い」基本連携データ
項目に限って掲載をすることとした。

✓ 基本連携データ項目以外の事例についても、検
討会の御意見を踏まえ、ガイドライン素案において
は掲載を控えており、地方公共団体が各種資料
を参考に選定することとした。

潜在的に支援が必要なこどもや家庭を早期に把
握し、プッシュ型・アウトリーチ型の支援につなげる
こと。

本検討会での議論目的

• 左記の議論を踏まえつつ、パブリック・コメントや
実証団体からの御意見も踏まえ、以下2点に
ついて、議論したく存じます。（2論点を選出し
た経緯は次頁にて記載。）

1. 「関連性」に関するガイドライン（成案）
の掲載内容案

2. 基本連携データ項目の見直し

まず「関連性」の定義を議論し、議論し
た「関連性」の定義と「データ項目単体で
困難の蓋然性が高い」という点を満たせ
るかどうかという観点で、基本連携データ
項目の見直し案を議論させてください。

基本連携データ項目の利用目的
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2. 「3.利用するデータ項目」についてのご説明（議論事項）

パブリック・コメントや実証団体からの御意見を踏まえ、「関連性」に関する掲載内容案の検討、
基本連携データ項目の見直しについて、議論させてください。

「
関
連
性
」
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
成
案
）
の

掲
載
内
容
案

基
本
連
携
デ
ー
タ
項
目
の
見
直
し

① ガイドライン（素案）におけ
るOECDプライバシーガイドラ
インの第2原則前段への準
拠に対する評価。

② 関連性の概念についての説
明。

1

2

パブリック・コメントや実証団体
の御意見概要（次頁に詳細記載）

• 左記の御意見にて述べられている「関連性」について、検討が必要な理由と、検討時の
考え方や観点をガイドラインで示す上で、どのような記載をすべきかを議論させてください。

■検討の進め方

パブリック・コメントや実証団体を受けて、本検討会で議論したい事項

事務局にて掲載内容案作成 御意見いただきたい観点例
• 自治体にとってわかりやすい
記述となっているか。

• 「関連性」を検証する場合
に不足している記載はない
か。

事務局にて見直し案作成

御意見いただきたい観点例
• p.13記載の「基本連携データ項目の利用目的」に則しているか。
• 「関連性」の定義を踏まえられているか。
• 昨年度検討会の御意見を踏まえられているか。

③ 基本連携データ項目の関連
性に対する疑義。

④ 基本連携データ項目の粒度
に対する疑義。

⑤ 基本連携データ項目の選定
方針に対する留意点。

検討会にて議論

• 「関連性」の掲載内容案、前頁の昨年度検討会での御意見を踏まえ、
基本連携データ項目の見直しについて議論させてください。

■検討の進め方

パブリック・
コメント

実証団体の
意見

検討会にて議論

データ項目に関する
「関連性」の概念図

こどもデータ連携の
目的（p.21）

関連性
（p16）

基本連携データ
項目（資料2）

掲載内容案
（p.16）

OECD
8原則

過年度調
査研究等

見直し案（p.17～）
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2. 「3.利用するデータ項目」についてのご説明（議論事項）

前頁の「パブリック・コメントや実証団体の御意見概要」について詳細を記載します。

# パブリック・コメントや実証団体からの御意見

①
• 本件素案が、「対象となるこどもや家庭が抱える様々な困難との関連性が強く認められるデータに限って利用する必要がある。」（14頁）としていること
は、OECDプライバシーガイドライン（本件素案注11）の第2原則前段「Personal data should be relevant to the purposes for which 
they are to be used」に準拠しようとするものとして、高く評価する。

②

• 「関連性」の意義は、一般に、行おうとしている個人に対する評価・決定の目的（本件素案では「こどもや家庭が抱える様々な困難」（単に「困難」と
の表記もある）の存在の判定がそれに当たる）に照らして、当該データ項目が示している事実がそのような決定に本質的に関連している概念であ
ることを要求するものである。しかし、「関連性」を「相関性」と混同する誤解がなされることがある。たとえば、こどもの属する家庭の世帯収入が少ない事
実は、本件素案が対象とする「困難」が存在する事実と、一定の相関性を有するかもしれないが、世帯収入が少ない事実は「困難」の存在に対して
本質的に関連している概念ではなく、そのような相関性の存在をもって「関連性」があるとみなすことは、「関連性」概念への誤解に基づくものである。

③

• 「基本連携データ項目一覧」において、No.11「小・中学校の欠席日数が多い」、No.12「小・中学校の遅刻が多い」の項目が挙げられているが、これ
らは確かに、「困難」の存在に相関性があるかもしれないが、欠席や遅刻が多いことには様々な事情があることからすれば、「本質的に関連している
概念」とはいえず、「関連性」の要件を満たさない疑いがあるのではないか。また、No.16「当該こどもと同一世帯の者が、身体障害者手帳を所持し
ている」、「当該こどもと同一世帯の者が、療育手帳を所持している」、「当該こどもと同一世帯の者が、精神障害者保健福祉手帳を所持している」事
実を列挙しているが、これらは、同一世帯に住む本人以外の者に関する事実であり、「本質的に関連している概念」とはいえない。これらの事実を用
いて、虐待等の「困難」の存在を評価・決定することは、それら手帳所持者に対する典型的な差別と言えるのではないか。そして、「当該こどもの属する
世帯が生活保護を受給している」事実も、いささか、「関連性」の要件を満たすといえるのか疑いの余地があるように思われる。

④
• 基本連携データ項目について、一概に項目単体では困難と関係性があると断言できない項目や、希死念慮のように即座の支援が必要な項目が混
在しており、基本連携データ項目の粒度が異なるように感じる。

⑤
• データ項目については、ガイドラインに記載があるだけで関係性があると捉えられてしまうことについての懸念がある。利用するデータ項目の選定において、
支援目的に応じてそれぞれ異なった選定が必要ではないか。
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2. 「3.利用するデータ項目」についてのご説明（「関連性」に関するガイドライン（成案）の掲載内容案）

ガイドライン（成案）における「関連性」の掲載内容案を事務局で作成したため、前頁の論点
を中心に御意見を頂戴できますと幸いです。

「関連性」を議論することが必要な背景等

実証事業
ガイドライン
（こどもに関す
る各種データの
連携にかかる
留意点等）

取組を進める中で、政策目的と利用するデータ項
目との関連性や個人情報保護法上の利用目的
が説明できない場合には、必要なデータを再度検
討する必要がある。このような関連性と利用目的
の検討は、継続的に実施することが必要であり、
必要最小限の範囲内で十分なデータを利用でき
る状態を保つことが重要である。（1.3取組を推
進する場合の留意点）

関連性の
検討観点

関連性の
検討が
必要な
理由

パブリック・
コメント

「関連性」の意義は、一般に、行おうとしている個
人に対する評価・決定の目的（本件素案では「こ
どもや家庭が抱える様々な困難」の存在の判定が
それに当たる）に照らして、当該データ項目が示し
ている事実がそのような決定に本質的に関連して
いる概念であることを要求するものである。

個人データの適切な利用と保護の確保およびリスク軽減のため、OECD 
8原則の「データ内容の原則」にも記載されている通り、「個人データは、その
利用目的に沿ったものであるべき」であり、また、取組を進める中で、利用目
的と利用するデータ項目との関連性が説明できない場合には、利用する
データを再度検討する必要がある。

OECD 8原則

個人データは、その利用目的に沿ったものであるべ
きであり、かつ利用目的に必要な範囲内で正確、
完全であり最新なものに保たなければならない。
（データ内容の原則、第2原則）

利用目的と利用するデータ項目との関連性を検討するにあたっては、こど
もや家庭が抱える困難な状況そのものを表すデータ項目や、あるいは困難
があることで生じていると考えられる事象を表すデータ項目等、様々な観点
からデータ項目を検討し、困難との関連性が強く認められるものであることを
確認する。また、困難との関連性を確認する際の情報源としては下記に大
別される。

① 公的機関が発行した手引きや報告書等
② 先行事例や実証事業の結果
③ 学術論文
④ 専門家（有識者や現場職員等）からのヒアリング・知見等

上記の情報源をもとに、当該データ項目が示している事実が、抽出に至っ
た評価等（利用目的）に関連しているか検討することが重要である。

ガイドライン（成案）への掲載内容案

関連性は相関性とは異なる概念であるため混同
しない。（相関性があるからと言って、関連性があ
るとは言えない）

「関連性」の要件に従って「選定」したデータ項目
以外のデータを取り扱わないことが「必要性」の要
件である。

教育データの
利活用に係る
留意事項
第２版

民事法上のプライバシー侵害となり、差止請求に
より教育活動の継続が困難になるリスクや、国家
賠償法 に基づく国家賠償請求等のリスクが発生
するおそれがあります。さらに、取組を推進する地
方公共団体の機関への信頼が失墜し取組を続け
ることが困難になってしまうリスクも懸念されます。
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本検討会において、基本連携データ項目を検討する際の留意点

• 基本連携データ項目について
• 利用目的に関連性があるデータ項目。
• 単体で、困難を抱え支援を必要としている蓋然性が高いと推測できると考えられるデータ項目。
• 多くの地方公共団体が利用しやすい項目であるかという点を考慮し、大多数の地方公共団体において保有されており、利用が
可能であると考えられるデータ項目。

• データ項目ごとの選定根拠における関連性の程度／データ項目単体での蓋然性が高いと推測できる程度について
• 異なる困難に対して異なる参考文献をもとにデータ項目の選定根拠としているため、選定根拠の基準においては定量的な基準
を設けていない。（定性的な評価。）

• データ項目ごとの関連する困難の度合／データの組合せについて
• 困難は、大小様々な複合的な要因により発生している場合もあり、その一つの要因として、単体で何かしらの困難を抱える蓋然
性が高い項目として基本連携データ項目を定義している。

• そのため、個々の困難の度合はそれぞれ異なったものとなっている。
• 「データ項目に合致したから困難である」「合致しなかったから困難ではない」ということは断定できないことを念頭に置いて検討する
必要がある。

• データの組合せによる困難との関連は現時点での調査研究の対象範囲にはしておらず、今後の課題として整理予定。

2. 「3.利用するデータ項目」についてのご説明（基本連携データ項目の見直し）

ガイドライン（成案）に掲載する基本連携データ項目について、特に、パブリック・コメントや
実証団体から意見のあった点を議論したく存じます。

【資料2】『基本連携データ項目の見直しに係る討議資料』にてご説明と議論をさせていただきます。

※本検討会の議論を踏まえて、地方公共団体が実際に取得可能であるかどうか事務局で確認の上、
ガイドライン（成案）への記載要否を最終化する予定です。



事務連絡



4.15 5.00 13.300.004.155.0013.30

1919

# 開催時期 議題案

1
2024/11/25（月）

14:00-16:00

1. 事業内容説明
2. パブリック・コメント／申送事項 整理結果のご報告
3. 検討会での論点案についてのご説明
4. 実証事業におけるご報告
5. 意見交換

2
2024/12/26（木）

13:00-15:00
1. ガイドライン策定に向けた議論（論点①「3.利用するデータ項目」に関する論点）

3
2025/1/27（月）

10:00-12:00
1. ガイドライン策定に向けた議論（論点②「4.個人情報の取扱いに係る検討」に関する論点
2. ガイドライン策定に向けた議論（論点③「7.支援への接続」に関する論点）

4
2025/3/6（木）

13:00-15:00
1. 取組の推進に向けた議論（論点④）
2. 検討会取りまとめ状況のご報告

4. 事務連絡

各会議の日程、議題については以下を予定しています。

次
回



参考資料
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参考. 基本連携データ項目の利用目的

こどもデータ連携における基本連携データ項目の利用目的について、ガイドライン（素案）で
の記載を抜粋します。
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参考. 基本連携データ項目に関するパブリック・コメント

パブリック・コメントのうち、基本連携データ項目についての言及があったものを抜粋します。

No パブリック・コメント

1 • 妊婦健診等一過性（保護者の体調、精神状況がある時点で急激に変化する性質）のデータを利用すべきでない。

2 • 学業成績データについては、利用禁止であると明記すべき。

3
• 保護者自身の被虐待歴、精神状態、家庭状況（子育てをサポートしてくれる家族が近くに住んでいるかなどを含む）をデー
タ項目に追加すべき。

4 • 妊婦検診や健診類は現代医療への不信感からの未受診もありうるため、データ項目から除外することが望ましい。

5 • 欠席・遅刻情報は個別の事情を考慮して活用すべき。

6 • 健診受診は任意のため基本連携データ項目から除外すべき。

7 • 基本連携データ項目に赤ちゃん訪問を入れるべきではないか。

8 • 困難の類型に即した、連携データ項目の見極めの必要性（データ選定に係る調査・調整の工数削減）

9
• 基本連携データ項目について、抽出を行う場合、数が多いことが想定されるが、新たに発見された児童に絞り込みを行えれ
ば、対象児童はそれほど多くないのではないかと認識している。

10
• 基本連携データ項目のみの場合、重篤な事例ばかりが想像され、個人情報の論点が大きくなり、データ連携が進まない可
能性がある。

11
• 「関連性」の要件は「必要性」とも「相関性」とも異なる概念であるが、これらを混同する誤読がなされる恐れがあるので、説明
文を改善されたい。

12
• 「基本連携データ項目」は、「困難」の存在判定に対して「関連性」のあるものに厳選されているようであるが、なお再考の余
地のある項目がある。
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参考. 基本連携データ項目に関する実証団体アンケート

実証団体からのアンケートのうち、基本連携データ項目についての言及があったものを抜粋し
ます。

内容 実証団体からのアンケート結果

基本連携データ項目の
組み合わせのユースケー
スについて

項目1~3が重なるとネグレクトが疑わしい。

項目4~7と項目8の関係性から虐待の視点の評価が可能である。

項目14~16が重なるとハイリスク妊婦として、当自治体では保健師がサポートを行っている。

基本連携データ項目以
外で有用と思われる項
目について

保健室来室状況

各種健診時における睡眠

妊娠期における喫煙の有無、服薬の有無

保護者の婚姻歴（家庭構築の傾向をみることができるため）

きょうだい情報（対象児が適応が見られても、家庭の歪みをきょうだいが表出している可能性あがるため）

自立支援医療証（精神通院医療）の有無

乳幼児健診アンケート「育てにくさを感じる」「しつけのし過ぎ」「感情的にたたいた」（他の連携項目同様に子育てに対する困り感を検知する項目）

きょうだい児の不登校（多子世帯においてきょうだい児の不登校を目前にすると、自身も学校を休みがちになるため）

妊娠届提出時の妊娠週数（届け出が遅い場合、予期せぬ妊娠である可能性があるため。）

乳児健診後期（9～10ヶ月）の受診歴及び予防接種歴が無い

母子手帳交付時点での妊娠の週数が12週以降である場合

多子世帯（3人以上）で、出産の間隔が1～2年程度おきの場合

基本連携データ項目の
変更について

基本連携データ項目No.9（こどもの所持する手帳）では、手帳所持の有無だけではなく、種類や等級を確認したほうがいい。

基本連携データ項目No.9（こどもの所持する手帳）では、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のすべてを確認する必要があ
る。（しかし、「候補を抽出するだけであれば、手帳の種類や重複で制限をしなくてもよい」との回答もあり、「可能であればすべて把握する」のように明
記する対応方針も考えられる。）

基本連携データ項目No.10（障害児支援受給者証の発行歴がある）では、発行歴だけではなく支援の内容を確認する必要がある。（未検証の
地方公共団体もあることに留意する。）

「基本連携データ項目No.16（保護者の手帳所持）はこどもや家庭の困難と関連していないのではないか」との意見に対して、地方公共団体では、
保護者の養育力／こどもの養育環境を確認する1つの有益な情報として用いている。
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